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第９条（個別適用）
　この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第10条（損害の範囲と当会社の責任の限度）
（１）当会社が損害賠償請求費用保険金を支払うべき損害の範囲は、被
保険者が賠償義務者に対する被害事故の損害賠償請求にあたり、当会
社の同意を得て、支出した損害賠償請求費用とします。
（２）当会社が支払うべき損害賠償請求費用保険金の額は、１回の事故
につき、被保険者１名あたり300万円を限度とします。
（３）当会社が支払うべき法律相談費用保険金の額は、１回の被害事故
につき、被保険者１名あたり10万円を限度とします。
第11条（他の保険契約等がある場合の保険金の支払額）
（１）他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約
により支払うべき弁護士費用等保険金の額を支払います。
（２）（１）の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金
もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が
支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を損害の額
（注）から差し引いた額に対してのみ弁護士費用等保険金を支払います。
（注）それぞれの保険契約または共済契約において、損害の額が異な
る場合はそのうち最も高い額をいいます。

（３）（２）の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金
額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額
とします。
第12条（損害賠償請求等の通知）
（１）保険契約者または保険金請求権者は、保険金請求権者が損害賠償
請求を行う場合または訴訟の提起を行う場合には、当会社に次の事項
について事前に通知しなければなりません。
①　損害賠償請求を行う相手の氏名または名称およびその者に関して
有する情報
②　被害の具体的な内容
③　損害賠償請求を行う相手との交渉の内容
④　①から③までのほか、当会社が特に必要と認める事項
（２）保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなく（１）の
規定に違反した場合、または（１）①から④までに掲げる事項につい
て知っている事実を告げずもしくは事実と異なることを告げた場合は、
当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて弁護士
費用等保険金を支払います。
第13条（保険金請求権者の義務）
（１）保険金請求権者は、当会社の求めに応じ、訴訟、反訴または上訴
の進捗状況に関する必要な情報を当会社に提供しなければなりません。
（２）保険金請求権者は、訴訟の取下げまたは損害賠償請求の放棄もし
くは撤回をする場合は、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
（３）保険金請求権者が、正当な理由がなく（１）または（２）の規定
に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額
を差し引いて弁護士費用等保険金を支払います。
第14条（保険金の請求）
　当会社に対する弁護士費用等保険金の請求権は保険金請求権者が損害
賠償請求費用または法律相談費用を支出した時から発生し、これを行使
することができるものとします。
第15条（支払保険金の返還）
（１）当会社は、次のいずれかに該当する場合は、保険金請求権者に支�
払った弁護士費用等保険金の返還を求めることができます。
①　弁護士または司法書士への委任の取消等により保険金請求権者が
支払った着手金の返還を受けた場合
②　被害事故に関して保険金請求権者が提起した訴訟の判決に基づき、
保険金請求権者が賠償義務者からその訴訟に関する損害賠償請求費
用の支払を受けた場合で、次のイの額がアの額を超過する場合
ア．保険金請求権者がその訴訟について弁護士または司法書士に支

払った損害賠償請求費用の全額
イ．判決により確定された損害賠償請求費用の額と当会社が第３条
（保険金を支払う場合）の規定により既に支払った弁護士費用等保
険金の合計額

（２）（１）の規定により当会社が返還を求める弁護士費用等保険金の額
は、次のとおりとします。
①　（１）①の場合は返還された着手金の金額に相当する金額。ただし、
第３条（保険金を支払う場合）の規定により支払われた弁護士費用
等保険金のうち着手金に相当する金額を限度とします。
②　（１）②の場合は超過額に相当する金額。ただし、第３条の規定に
より支払われた弁護士費用等保険金の額を限度とします。

第16条（保険金の削減）
（１）保険金請求権者が損害賠償請求費用保険金の支払を受けようとす
る場合において、被害事故にかかわる損害賠償請求と被害事故以外に
かかわる損害賠償請求を同時に行うときは、次の算式によって算出し
た額を支払います。

被害事故および被
害事故以外にかか
わる損害賠償請求
にあたり支出した
損害賠償請求費用

×

被害事故にかかわる法律上の
損害賠償責任の額

＝支払保険金の額被害事故にかかわる法律上の
損害賠償責任の額および被害
事故以外にかかわる法律上の
損害賠償責任の額の合計額

（２）保険金請求権者が法律相談費用保険金の支払を受けようとする場
合において、被害事故にかかわる法律相談と被害事故以外にかかわる
法律相談を同時に行うときは、次の算式によって算出した額を支払い
ます。ただし、保険金請求権者が同一事故にかかわる法律相談を１回
しか行わなかった場合を除きます。

被害事故および被
害事故以外にかか
わる損害賠償請求
にあたり支出した
法律相談費用

×

被害事故にかかわる法律相談
に要した時間

＝支払保険金の額被害事故にかかわる法律相談
に要した時間および被害事故
以外にかかわる法律相談に要
した時間の合計時間

第17条（運転者限定特約等の不適用）
　この特約の適用においては、当会社は、運転者限定特約および運転者
年齢条件特約の規定は適用しません。
第18条（準用規定）
　この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款基本条項およびこれに付帯された他の特約の規定を
準用します。

（22）ペット搭乗中補償特約
第１条（用語の定義）
　この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用　語 定　　　　義

記名被保険者 　普通保険約款賠償責任条項第１条（用語の定義）に規
定する記名被保険者をいいます。

保険金 　葬祭費用保険金または治療費用保険金をいいます。
他の保険契約
等

　この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同
じである他の保険契約または共済契約をいいます。

配偶者 　婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事
情にある者を含みます。

被保険自動車 　保険証券記載の自動車をいいます。
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被保険者 　ペットの所有者をいいます。
未婚 　これまでに婚姻歴がないことをいいます。
免責金額 　支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金

額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となりま
す。

ペット 　次の者が所有する犬またはねこをいいます。
①　記名被保険者
②　記名被保険者の配偶者
③　記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④　記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

第２条（この特約の適用条件）
　この特約は、この保険契約に普通保険約款搭乗者傷害条項の適用があ
る場合で、かつ、保険証券にこの特約を付帯する旨記載されている場合
に適用されます。
第３条（保険金を支払う場合）
　当会社は、普通保険約款搭乗者傷害条項および基本条項の規定により、
被保険者に搭乗者傷害保険金が支払われる場合において、それと同一の
事由により被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内
（注）に搭乗中の被保険者の所有するペットが身体に傷害を被った場合に、
保険金を被保険者に支払います。
（注）隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きま
す。

第４条（保険金の支払額等）
（１）当会社は、次の規定に従い、保険金を支払います。ただし、保険
期間中および１事故について10万円を限度とします。
①　葬祭費用保険金
　　前条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日から
その日を含めて30日以内に死亡し、葬儀等を行った場合には被保険
者が負担した葬祭費用に対して葬祭費用保険金を支払います。
②　治療費用保険金
　　前条の傷害を被り、その直接の結果として、獣医師の治療を受け
たときは、治療のために被保険者が負担した費用を治療費用保険金
として支払います。ただし、事故の発生の日からその日を含めて30
日を経過した後の費用に対しては治療費用保険金を支払いません。

（２）（１）①および②は、ペット１頭ごとに適用されます。
第５条（保険金の請求）
（１）当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、
これを行使できるものとします。
①　葬祭費用保険金については、ペットが死亡し葬儀等を行った時
②　治療費用保険金については、完治した時または事故の発生の日か
らその日を含めて30日を経過した時のいずれか早い時

（２）被保険者は、保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて
次のいずれかの書類または証拠を当会社に提出しなければなりません。
①　保険金の請求書
②　獣医師の診断書または検案書
③　その他当会社が普通保険約款基本条項第29条（保険金の支払時期）
（１）に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書
類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等に
おいて定めたもの

（３）被保険者が正当な理由がなく（２）の書類に事実と異なる記載を
し、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、
当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金
を支払います。
第６条（当会社の指定する獣医師による診断）
（１）当会社は、普通保険約款基本条項第25条（事故発生時の義務）②
もしくは③の規定に定める通知または前条の規定による請求を受けた
場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度に

おいて、保険契約者または被保険者に対し当会社の指定する獣医師が
作成したペットの診断書または検案書の提出を求めることができます。
（２）（１）の規定による診断のために要した費用（注）は、当会社が負
担します。
（注）収入の喪失を含みません。
第７条（他の保険契約等がある場合の保険金の支払額）
（１）他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約
により支払うべき保険金の額を支払います。
（２）（１）の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金
もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が
支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を損害の額
（注）から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
（注）それぞれの保険契約または共済契約において、損害の額が異な
る場合はそのうち最も高い額をいいます。

（３）（２）の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金
額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額
とします。
第８条（普通保険約款の読み替え）
　この特約については、普通保険約款基本条項第29条（保険金の支払時
期）の規定中「前条（２）および（３）」とあるのは「この特約第５条（保
険金の請求）（２）」と読み替えて適用します。
第９条（準用規定）
　この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用しま
す。

（23）携行品損害補償特約
第１条（用語の定義）
　この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用　語 定　　　　義

貴金属等 　貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻
物その他の美術品をいいます。

記名被保険者 　普通保険約款賠償責任条項第１条（用語の定義）に規
定する記名被保険者とします。

再調達価額 　保険の目的に損害が生じた地および時における保険の
目的と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再調達
するのに要する額をいいます。

時価額 　その損害が生じた地および時における保険の目的の価
額をいいます。

修理費 　損害が生じた地および時において、保険の目的を事故
発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいま
す。

乗車券等 　鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券（定期券を含
みます。）、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。

他の保険契約
等

　この保険契約と全部または一部に対して支払責任が同
じである他の保険契約または共済契約をいいます。

配偶者 　婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の
事情にある者を含みます。

保険金受取人 　直接であると間接であるとを問わず、保険契約者、被
保険者または被保険者以外の保険金を受け取るべき者を
いいます。

保険金額 　この特約の保険証券記載の保険金額をいいます。
保険の目的 　被保険者の居住の用に供する住宅（敷地を含みます。）

外において、被保険者が携行している被保険者が所有す
る日常生活の用に供する動産をいいます。ただし、次の
いずれかに該当する物は、保険の目的に含みません。
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①　船舶（ヨット、モーターボート、水上バイク、ボー
トおよびカヌーを含みます。）、航空機、自動車（原
動機付自転車を含みます。）、雪上オートバイ、ゴー
カートおよびこれらの付属品
②　自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サー
フボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およ
びこれらの付属品
③　携帯電話・PHS･ポケットベル等の携帯式通信機
器、ノート型パソコン・ワープロ･携帯情報端末等
の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
④　義歯、義眼、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器、
心臓ペースメーカー、松葉杖、車椅子その他これら
に類する物
⑤　動物、植物等の生物
⑥　通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、
切手その他これらに準ずる物。ただし、乗車券等は
除きます。
⑦　預金証書または貯金証書（通帳およびキャッシュ
カードを含みます。）、クレジットカード、ローンカー
ド、プリペイドカードその他これらに準ずる物

⑧　稿本、設計書、図案、証書、帳簿、運転免許証そ
の他これらに準ずる物
⑨　テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュー
タ用の記録媒体に記録されているプログラム、デー
タその他これらに準じるもの
⑩　商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
⑪　その他保険証券記載の物

未婚 　これまでに婚姻歴がないことをいいます。
第２条（この特約の適用条件）
　この特約は、記名被保険者が個人であって、かつ、保険証券にこの特
約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第３条（保険金を支払う場合）
　当会社は、偶然な事故によって保険の目的について生じた損害に対し
て、この特約により、保険金を支払います。
第４条（被保険者の範囲）
　この特約において、被保険者とは、次のいずれかに該当する者をいい
ます。
①　記名被保険者
②　記名被保険者の配偶者
③　記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④　記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
第５条（保険金を支払わない場合）
（１）当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支
払いません。
①　直接であると間接であるとを問わず、保険契約者、被保険者また
は保険金受取人の故意または重大な過失に起因する損害。ただし、
損害が、保険金受取人の故意または重大な過失に起因して生じた場
合においては、保険金受取人の受け取るべき金額についてのみ適用
します。
②　被保険者と世帯を同じくする親族の故意または重大な過失に起因
する損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった
場合は、保険金を支払います。
③　被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による損害
④　被保険者が法令に定められた運転資格（注１）を持たないで自動
車を運転している場合、酒に酔った状態（注２）で自動車を運転し
ている場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の
影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転
している場合に生じた事故による損害

⑤　直接であると間接であるとを問わず差押え、徴発、没収、破壊等
国または公共団体の公権力の行使に起因する損害。ただし、火災消
防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
⑥　直接であると間接であるとを問わず、保険の目的の自然の消耗ま
たは性質によるさび、かび、変質、変色その他類似の事由またはね
ずみ食い、虫食い等の損害
⑦　直接であると間接であるとを問わず、保険の目的の欠陥に起因す
る損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わっ
て保険の目的を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得な
かった欠陥によって生じた事故に起因する損害を除きます。

⑧　保険の目的の擦傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損
傷であって保険の目的の機能に支障をきたさない損害
⑨　保険の目的に加工（注３）を施した場合、加工着手後に生じた損害
⑩　保険の目的に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失
または技術の拙劣に起因する損害。ただし、これらの事由に起因し
て火災または破裂・爆発が発生した場合を除きます。
⑪　保険の目的の電気的事故または機械的事故に起因する損害。ただ
し、これらの事故に起因して火災または破裂・爆発が発生した場合
またはこれらの事故が偶然な外来の事故の結果として発生した場合
を除きます。
⑫　保険の目的である液体の流出による損害。ただし、その結果とし
て他の保険の目的に生じた損害を除きます。
⑬　詐欺または横領に起因して保険の目的に生じた損害
⑭　保険の目的の置き忘れまたは紛失に起因する損害
⑮　楽器の弦（注４）の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、楽
器の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。
⑯　楽器の音色または音質の変化
（注１）運転する地における法令によるものをいいます。
（注２）運転する地における法令によるものをいい、日本国内におい
ては、道路交通法（昭和35年法律第105号）第65条（酒気帯び運
転等の禁止）第１項に定める酒気帯び運転またはこれに相当する
状態をいいます。

（注３）修理を除きます。
（注４）ピアノ線を含みます。
（２）当会社は、次に掲げる事由によって生じた損害（注１）に対して�
は、保険金を支払いません。
①　戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他
これらに類似の事変または暴動（注２）
②　地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③　核燃料物質（注３）もしくは核燃料物質（注３）によって汚染され
た物（注４）の放射性、爆発性その他の有害な特性による事故

（注１）これらの事由によって発生した第３条（保険金を支払う場合）
の事故が延焼または拡大して生じた損害および発生原因のいかん
を問わず同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して
生じた損害を含みます。

（注２）群衆または多数の者の集団行動によって、全国または一部の
地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認め
られる状態をいいます。

（注３）使用済燃料を含みます。
（注４）原子核分裂生成物を含みます。
第６条（損害額の決定）
（１）当会社が保険金を支払うべき損害の額は、次のとおりとします。
①　保険の目的の損傷を修理できない場合は、再調達価額
②　①以外の場合は、修理費および（６）の費用の合計額とします。
③　②の規定によって計算された損害の額が、再調達価額を超えると
きは、その再調達価額をもって損害の額とします。

（２）（１）の規定にかかわらず、保険の目的が貴金属等の場合には、損
害の額は次のとおりとします。
①　保険の目的の損傷を修理できない場合は、時価額
②　①以外の場合は、次の算式により算出された額
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修理費 ＋（６）の費用 －
修理に際し部分品を交換したために
損害を生じた保険の目的全体として
の価額の増加を生じた場合は、その
価額

－ 修理に伴って生じた残存物
がある場合は、その価額 ＝損害の額

③　②の規定によって計算された損害の額が、時価額を超えるときは、
その時価額をもって損害の額とします。
④　①から③までにかかわらず、損害の額が一個、一組または一対に
ついて30万円を超えるときは、損害の額を30万円とみなします。

（３）（１）の規定にかかわらず、保険の目的が乗車券等である場合には、
損害の額の合計額が５万円を超えるときは、損害の額を５万円とみな
します。
（４）保険の目的の価値の下落（格落損）は損害の額に含みません。
（５）保険の目的が一組または一対のものからなる場合において、その
一部に損害が生じたときは、当会社は、その損害が保険の目的全体の
価値に及ぼす影響を考慮して保険金を支払うべき損害の額を決定しま
す。
（６）次の費用（注）は、損害の額に含めます。
①　普通保険約款基本条項第25条（事故発生時の義務）①に規定する
損害の防止または軽減のために必要または有益であった費用
②　普通保険約款基本条項第25条⑥に規定する権利の保全または行使
に必要な手続をするために要した費用
（注）収入の喪失を含みません。
第７条（支払保険金の計算）
（１）当会社は、１回の事故によって生じた損害の額が保険証券記載の
免責金額を超過する場合に限り、その超過額に対して保険金を支払い
ます。ただし、この特約の保険金額を限度とします。
（２）（１）の規定によって支払うべき保険金の額は、保険期間を通じ、
保険金額をもって限度とします。
第８条（損害の発生）
（１）保険契約者、被保険者または保険金受取人は、保険の目的につい
て第３条（保険金を支払う場合）に規定する損害が発生したことを知っ
たときは、普通保険約款基本条項第25条（事故発生時の義務）①から
⑩までに掲げる事項を履行しなければなりません。
（２）盗難にあった保険の目的が乗車券等の場合は、保険契約者、被保
険者または保険金受取人は（１）のほか、その運輸機関（宿泊券の場
合はその宿泊施設）または発行者へ届出なければなりません。
（３）保険契約者、被保険者または保険金受取人が、正当な理由がなく
（１）または（２）の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差
し引いて保険金を支払います。
①　普通保険約款基本条項第25条（事故発生時の義務）①に違反した
場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害
の額
②　普通保険約款基本条項第25条②から⑤もしくは同条⑧から⑩また
は（２）の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損
害の額
③　普通保険約款基本条項第25条⑥に違反した場合は、他人に損害賠
償の請求（注）をすることによって取得することができたと認めら
れる額
④　普通保険約款基本条項第25条⑦に違反した場合は、損害賠償責任
がないと認められる額
（注）共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含み
ます。

（４）保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な
理由がなく普通保険約款基本条項第25条（事故発生時の義務）③、④、
⑩もしくは（２）の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類も
しくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによっ

て当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第９条（被害物についての当会社の権利）
（１）第６条（損害額の決定）（１）①もしくは③または同条（２）①も
しくは③の規定により、当会社が保険金を支払った場合は、保険の目
的について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただ
し、支払った保険金の額が再調達価額（注）に達しない場合には、当
会社は、支払った保険金の再調達価額（注）に対する割合によってそ
の権利を取得します。
（注）保険の目的が貴金属等の場合は時価額とします。
（２）（１）の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を
表示して保険金を支払ったときは、保険の目的またはその部分品もし
くは付属品について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に
移転しません。
第10条（他の保険契約等がある場合の保険金の支払額）
（１）他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この特約によ
り支払うべき保険金の額を支払います。
（２）（１）の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金
もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が
支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を損害の額
（注）から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
（注）それぞれの保険契約または共済契約において、損害の額が異な
る場合はそのうち最も高い額をいいます。

（３）（２）の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金
額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額
とします。
第11条（この保険契約における身の回り品保険金との関係）
　普通保険約款車両条項第２条（保険金を支払う場合）（２）により支払
われる身の回り品保険金がある場合には、当会社は、この普通保険約款
車両条項（注）を前条に規定する他の保険契約等に含めて、この特約の
規定を適用します。
（注）普通保険約款車両条項第１条（用語の定義）において定める身
の回り品について規定される部分に限ります。

第12条（保険金の請求）
（１）当会社に対する保険金請求権は、事故発生の時から発生し、これ
を行使することができるものとします。
（２）被保険者または保険金受取人が保険金の支払を請求する場合は、
保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを
当会社に提出しなければなりません。
①　保険金請求書
②　保険の目的を盗取された場合には所轄警察署の証明書またはこれ
に代わるべき書類
③　その他当会社が普通保険約款基本条項第29条（保険金の支払時期）
（１）に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書
類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等に
おいて定めたもの

（３）保険契約者、被保険者または保険金受取人が、正当な理由がなく
（２）の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠
を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が
被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第13条（保険金請求の手続き）
　被保険者がこの特約に基づいて保険金の支払を受けようとする場合に
おいて、被保険者が２名以上であるときは、当会社は、保険金請求の手
続きについて、被保険者全員から委任を受けた代表者を経由して行うこ
とを求めることができます。
第14条（現物による支払）
　当会社は、保険の目的の損害に対し代品の交付または修繕をもって保
険金の支払に代えることができるものとします。
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第15条（保険の目的の回収）
　第３条（保険金を支払う場合）の損害に対して、当会社が保険金を支
払った後、１年以内に保険の目的の全部または一部が回収された場合は、
被保険者は、既に受け取った保険金を当会社に払い戻して、その返還を
受けることができます。この場合、被保険者は、返還されるまでの間に
生じた保険の目的の損傷または汚損の損害に対して、保険金を請求する
ことができます。
第16条（訴訟の提起）
　この特約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起す
るものとします。
第17条（運転者限定特約等の不適用）
　この特約の適用においては、当会社は、運転者限定特約および運転者
年齢条件特約の規定は適用しません。
第18条（普通保険約款の読み替え）
　この特約については、普通保険約款基本条項を次のとおり読み替えて
適用します。
①　第25条（事故発生時の義務）④および同条⑤の規定中「被保険自
動車または身の回り品」とあるのは「保険の目的」
②　第29条（保険金の支払時期）の規定中「前条（２）」とあるのは「こ
の特約第12条（保険金の請求）（２）」
③　第32条（時効）の規定中「第28条（保険金の請求）（１）」とある
のは「この特約第12条（保険金の請求）（１）」

第19条（準用規定）
（１）この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しな
いかぎり、普通保険約款基本条項の規定を準用します。
（２）この特約において普通保険約款基本条項第８条（保険責任のおよ
ぶ地域）の規定は適用しません。

（24）クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第１条（用語の定義）
　この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用　語 定　　　　義

会員規約等 　会員またはクレジットカード会社との間で締結された
会員規約等をいいます。

クレジットカード 　当会社の指定するクレジットカードをいいます。
保険料 　分割保険料、追加保険料等当会社に支払われる保険料

を含みます。

第２条（クレジットカードによる保険料支払の承認）
　当会社は、この特約により、クレジットカードによるこの保険契約に
定められた保険料の支払を承認します。ただし、会員規約等によりクレ
ジットカードの使用が認められた者と保険契約者が同一である場合に限
ります。
第３条（クレジットカードによる保険料の領収）
　保険契約者から保険料のクレジットカードによる支払の申出があり、
会員規約等に定める手続によってクレジットカードが使用された場合、
当会社が、クレジットカード会社へそのクレジットカードが有効である
こと等の確認を行ったうえで、クレジットカードによる保険料の支払を
承認した時に、その保険料を領収したものとみなします。
第�４条（当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収でき
ない場合の取扱い）

（１）当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない
場合には、当会社は、この特約により、保険契約者にその保険料を直
接に請求することができます。ただし、会員規約等に従ってクレジッ

トカード会社に保険料相当額が既に払い込まれている場合は、当会社
は、その払い込まれた保険料相当額について保険契約者に請求できな
いものとします。
（２）当会社が（１）の規定により保険契約者に保険料を請求し、保険
契約者が遅滞なく当会社にその保険料を払い込んだ場合は、当会社が、
クレジットカード会社へそのクレジットカードが有効であること等の
確認を行ったうえで、クレジットカードによる保険料の支払を承認し
た時に、その保険料を領収したものとみなします。
（３）当会社が（１）の規定により保険契約者に保険料を請求し、保険
契約者がその保険料の払込みを怠った場合（注）には、当会社は、保
険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除する
ことができます。
（注）当会社が、保険契約者に対し（１）の保険料を請求したにもか

かわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
（４）（３）の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第５条（保険料の返還の特則）
　当会社がこの保険契約について保険料を返還する場合には、当会社は、
第３条（クレジットカードによる保険料の領収）の規定により、当会社
が承認した保険料相当額を領収したものとして、保険料を返還します。

（25）保険料分割払特約
第１条（用語の定義）
　この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用　語 定　　　　義

一括追加保険
料

　追加保険料を一括して当会社に払い込む場合のその保
険料をいいます。

次回払込期日 　分割保険料を払い込むべき払込期日の翌月の払込期日
をいいます。

提携金融機関 　当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融
機関等をいいます。

年額保険料 　この保険契約に定められた総保険料をいいます。
払込期日 　保険証券記載の払込期日をいいます。
分割保険料 　年額保険料を保険証券記載の回数に分割した保険料を

いいます。
変更後初回分
割保険料

　当会社が請求する追加保険料を、当会社に払い込まれ
ていない分割保険料の額を変更することにより払い込む
場合において、その変更後の初回の分割保険料をいいま
す。

保険期間 　保険証券記載の保険期間をいいます。
第２条（保険料の分割払）
　当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を保険証券記載
の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
第３条（分割保険料の払込方法）
（１）保険契約者は、普通保険約款基本条項第５条（保険料の払込期限）
の規定により第１回分割保険料を払い込み、第２回目以降の分割保険
料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
（２）第２回目以降の分割保険料の払込方法が口座振替の場合において、
保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるそ
の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当
会社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみ
なします。
（３）第２回目以降の分割保険料の払込方法が口座振替の場合で、第２
回分割保険料の払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあると
きにおいて、保険契約者が第２回分割保険料を払い込むべき払込期日
までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機
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関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、
第３回分割保険料の払込期日をその第２回分割保険料の払込期日とみ
なしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われ
なかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きま
す。
第４条（第１回分割保険料領収前の事故）
　保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条（１）の第１回分
割保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金
を支払いません。
第５条（第２回目以降の分割保険料不払の場合の免責）
　当会社は、保険契約者が第２回目以降の分割保険料（注）について、
その分割保険料（注）を払い込むべき払込期日後１か月を経過した後も
その払込みを怠った場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故によ
る損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
（注）第７条（追加保険料の払込み）（１）の規定により変更した後の
分割保険料を含みます。

第６条（解除－分割保険料不払の場合）
（１）当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解
除することができます。
①　払込期日後１か月を経過した後も、その払込期日に払い込まれる
べき分割保険料の払込みがない場合
②　払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の
払込みがなく、かつ、次回払込期日までにその次回払込期日に払い
込まれるべき分割保険料の払込みがない場合

（２）（１）の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって、こ
の保険契約を解除することができ、解除の効力は、次の時から、それ
ぞれ将来に向かってのみ生じます。
①　（１）①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込
期日または満期日のいずれか早い時
②　（１）②による解除の場合は、次回払込期日または満期日のいずれ
か早い時

（３）（１）の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会
社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料から、未払込保
険料を差し引いて、その残額を返還します。
第７条（追加保険料の払込み）
（１）普通保険約款基本条項第20条（保険料の返還または請求－告知義
務・通知義務等の場合）（１）、（２）、（４）および（６）の承認をする
場合に、保険契約者は当会社が請求する追加保険料の全額を払込期日
まで払い込まなければなりません。ただし、保険契約者が分割保険料
のうち当会社に払い込まれていない分割保険料の額を変更することに
より、分割して払い込むことを申し出て､ 当会社がこれを承認したと
きを除きます。
（２）（１）の規定により分割保険料を変更するとき、または一括追加保
険料を払い込むとき、当会社は、変更後初回分割保険料または一括追
加保険料の払込期日および払込金額を保険契約者に対して通知し、保
険契約者はその払込期日までに払い込むものとします。
（３）（１）および（２）の規定により分割保険料を変更した場合には、
第２条（保険料の分割払）に規定する年額保険料の額も変更後の契約
条件に基づいた年額保険料に変更されるものとし、保険料変更時以降
については、変更後の分割保険料および年額保険料をもって本特約を
適用します。
第８条（一括追加保険料の払込みがない場合の解除および免責）
（１）普通保険約款基本条項第20条（保険料の返還または請求－告知義
務・通知義務等の場合）（１）および（２）の規定により請求する保険
料を、保険契約者が一括追加保険料として払い込むとき、払込期日後
１か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、保険契約者に対す
る書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
（２）（１）の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、

保険金を支払いません（注）。ただし、危険増加が生じた場合における、
その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害
については除きます。
（注）既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することが
できます。

（３）（１）の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会
社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料から、未払込保
険料を差し引いて、その残額を返還します。
（４）普通保険約款基本条項第20条（保険料の返還または請求－告知義
務・通知義務等の場合）（４）の規定により請求する保険料を、保険契
約者が一括追加保険料として払い込むとき、払込期日後１か月を経過
した後もその払込みを怠った場合は、当会社は、一括追加保険料を領
収する前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支
払いません。
（５）普通保険約款基本条項第20条（保険料の返還または請求－告知義
務・通知義務等の場合）（６）の規定により請求する保険料を、保険契
約者が一括追加保険料として払い込むとき、払込期日後１か月を経過
した後もその払込みを怠った場合は、当会社は、一括追加保険料を領
収する前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条
件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款およ
び被保険自動車について適用される特約に従い、保険金を支払います。
ただし、第５条（分割保険料不払の場合の免責）の規定により保険金
を支払わない場合には、保険金を支払いません。

（26）被保険自動車の入替における自動補償特約
第１条（用語の定義）
　この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用　語 定　　　　義

入替自動車 　普通保険約款基本条項第13条（被保険自動車の入替）
（１）に定める新規取得自動車のうち被保険自動車を廃
車、譲渡または返還した後、その代替として同条（１）
①アからエまでのいずれかに該当する者が新たに取得
（注）し、または１年以上を期間とする貸借契約により
借り入れた自動車をいいます。
（注）所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含み
ます。

入替自動車の
価額

　入替自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初
度登録年月等（注）で同じ損耗度の自動車の市場販売価
格相当額をいいます。
（注）初度検査年月を含みます。

取得日 　普通保険約款基本条項第13条（被保険自動車の入替）
（１）①アからエに定める者が実際に入替自動車を取得
した日であって、保険契約者または入替自動車の所有者
が当会社に対して売買契約書等の客観的な資料を提出
し、妥当な取得日であることを証明した場合のその取得
した日をいいます。ただし、入替自動車の自動車検査証
以外の資料でその取得日が確認できない場合は、入替自
動車の自動車検査証に入替自動車の所有者の氏名が記載
された日をいいます。

自動車検査証 　自動車検査証または標識交付証明書をいいます。
所有権留保条
項付売買契約

　自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動
車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、
販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保するこ
とを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。

所有者 　次のいずれかに該当する者をいいます。
①　被保険自動車または入替自動車が所有権留保条項
付売買契約により売買されている場合は、その買主
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②　被保険自動車または入替自動車が１年以上を期間
とする貸借契約により貸借されている場合は、その
借主
③　①および②以外の場合は、被保険自動車または入
替自動車を所有する者

被保険自動車 　保険証券記載の自動車をいいます。
用途車種 　登録番号標等（注）上の分類番号、色等に基づき定めた、

自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗
用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自
動車、原動機付自転車等の区分をいいます。
（注）車両番号標および標識番号標を含みます。

第２条（この特約の適用条件）
　この特約は、被保険自動車および入替自動車の用途車種が、同一であ
る場合（注）に限り適用されます。
（注）普通保険約款別表３に掲げる用途車種である場合をいいます。
第３条（入替自動車に対する自動補償）
　当会社は、この特約により、普通保険約款基本条項第13条（被保険自
動車の入替）（２）の規定にかかわらず、同条（１）に定める自動車の新
規取得において、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合であっ
て、取得日の翌日から起算して30日以内に、保険契約者が当会社の所定
の連絡先へ被保険自動車の入替の承認の請求を行い、当会社がこれを受
領したときに限り、取得日以後承認するまでの間は、入替自動車を被保
険自動車とみなして、普通保険約款（注）を適用します。ただし、同条
（１）に定める自動車の新規取得において、廃車、譲渡または返還された
被保険自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保
険金を支払いません。
（注）被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
第４条（車両保険の特則）
　取得日から、当会社が前条の被保険自動車の入替の承認の請求を受け
た時（注１）までの期間の普通保険約款車両条項および車両価額協定保
険特約の適用については、前条の規定にかかわらず、次に定めるところ
によります。
①　入替自動車が車両価額協定保険特約第２条（この特約の適用条件）
に定める自動車である場合は、入替自動車について、同特約（注２）
を適用します。
②　入替自動車について適用する保険金額（注３）は、取得日におけ
る入替自動車の価額とします。
（注１）当会社が第６条（保険料の返還または請求）（１）の規定によ
り追加保険料を請求する場合は、その追加保険料を当会社が領収
した時または取得日の翌日から起算して30日を経過した時のいず
れか早い時とします。

（注２）車両価額協定保険特約第３条（協定保険価額）（７）の規定を
除きます。

（注３）①の規定により、入替自動車に車両価額協定保険特約が適用
される場合は、協定保険価額を含みます。

第５条（保険契約の解除）
（１）当会社は、第３条（入替自動車に対する自動補償）の被保険自動
車の入替の承認の請求があった場合において、これを承認しなかった
ときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約
を解除することができます。
（２）（１）に基づく当会社の解除権は、その承認の請求を受領した日か
らその日を含めて30日以内に行使しなければ消滅します。
第６条（保険料の返還または請求）
（１）第３条（入替自動車に対する自動補償）の場合において、保険料
を変更する必要があるときは、当会社は、普通保険約款別表４の規定
を準用し、保険料を返還または請求します。これに従い当会社が追加
保険料を請求する場合には、保険契約者は、承認請求日以後の契約条

件を変更すべき日からその日を含めて14日以内に当会社に払い込まな
ければなりません。ただし、払込期限となる日が、金融機関の休業日
に該当する場合は、翌営業日とします。
（２）（１）の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社
の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、
追加保険料領収前に生じた事故（注）による損害または傷害に対しては、
保険金を支払いません。
（注）取得日の翌日から起算して30日以内に生じた事故を除きます。

（27）保険契約の自動継続に関する特約
第１条（用語の定義）
　この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用　語 定　　　　義

継続証等 　保険証券または保険契約継続証をいいます。
継続意思確認
日

　この保険契約の保険期間の末日の属する月の前月10日
をいいます。

継続契約 　この保険契約の保険期間の満了する時と同一の条件で
継続される契約をいいます。

継続確認書 　自動継続契約内容確認書をいいます。
告知事項 　普通保険約款基本条項第１条（用語の定義）に規定す

る告知事項をいいます。
最低免責金額 　当会社の定める免責金額のうち最低の免責金額をいい

ます。
市場販売価格
相当額

　当会社が別に定める車両価格表に記載された価格をい
います。

被保険自動車
の価額

　被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・
初度登録年月等（注）で同じ損耗度の自動車の市場販
売価格相当額をいいます。
（注）初度検査年月を含みます。

被保険者 　被保険自動車の所有者をいいます。
保険価額 　損害が生じた地および時における被保険自動車または

身の回り品の価額をいいます。
免責金額 　支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金

額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となりま
す。

第２条（この特約の適用条件）
　この特約は、継続証等にこの特約を適用する旨記載がされている場合
に適用されます。　
第３条（保険契約の自動継続）
（１）継続意思確認日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方
より別段の意思表示がない場合には、この保険契約は、この保険契約
の保険期間の満了する時と同一の条件で継続されるものとします。以
後、毎年同様とします。
（２）当会社は、（１）の継続意思確認日の少なくとも２週間前までに継
続証等記載の保険契約者に対して継続確認書を送付するものとします。
（３）（１）の規定によりこの保険契約が継続される場合には、当会社は、
継続証等を保険契約者に交付します。
第４条（継続契約の保険料）
　当会社は、この保険契約の保険期間中に生じた事故の発生の有無およ
び保険価額の変動等を勘案して、継続契約の保険料を定めます。
第５条（継続契約の車両保険金額の設定方法等）
（１）継続契約に普通保険約款車両条項が適用される場合、第３条（保
険契約の自動継続）（１）の規定にかかわらず、以下の規定に従い当会
社と保険契約者または被保険者との間で調整した額を車両保険金額と
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します。
①　継続契約に車両価額協定保険特約が適用される場合には、当会社
が、継続契約の保険期間の初日における車両価額協定保険特約第３
条（協定保険価額）の市場販売価格相当額による被保険自動車の価
額を記載した継続確認書を継続証等の保険契約者の住所にあてて送
付します。その後、保険契約者または被保険者から別段の意思表示
がない場合には、その価額をもって協定したものとみなして、その
価額を継続契約の車両保険金額とします。
②　継続契約に車両価額協定保険特約が適用されない場合において、
保険契約者または被保険者から別段の意思表示がない場合には、継
続確認書に記載した車両保険金額（注）を継続契約の車両保険金額
とします。
（注）この保険契約の保険金額を基準とし、法定減価償却残存率等を
参考に算出した額とします。

（２）この保険契約の保険証券の「車両保険」欄に記載された免責金額�
が、契約条件等に従い最低免責金額である場合において、保険契約者
から別段の意思表示がない場合には、継続契約の免責金額も最低免責
金額とします。ただし、この場合継続確認書にその内容を記載するも
のとします。
第６条（継続契約の特則）
　第３条（保険契約の自動継続）（１）の規定にかかわらず、継続契約に
適用される次の契約内容については、この保険契約の保険期間の満了す
る時の条件と同一とみなします。
①　継続契約の保険期間は１年間となること。
②　当会社と保険契約者との間の合意によって、継続契約にこの保険
契約の保険料の払込方法と異なる保険料の払込方法が適用されるこ
と。
③　特約の適用条件により自動的に適用されることとなる特約を継続
契約へ適用すること、あるいは特約の適用条件により自動的に適用
されないこととなる特約を継続契約へ適用しないこと。

第７条（継続契約の保険料払込方法）
（１）保険契約者が、継続契約の保険料を（２）に定める以外の方法に
より払い込むときは、保険契約者は継続契約の保険料を、この保険契
約の保険期間の末日の前日までに払い込むものとします。ただし、継
続契約に継続契約時の保険料の払込に関する特約が適用される場合は、
同特約の定めるところにより払い込むものとします。
（２）保険契約者が、継続契約に適用される保険料分割払特約により、
分割保険料を払い込むときは以下のとおり払い込むものとします。
①　第１回分割保険料は、継続契約の保険期間の初日の属する月の継
続証等記載の払込期日に払い込むものとします。
②　第２回目以降の分割保険料は、継続契約の保険期間の初日の属す
る月の翌月以後順月の継続証等記載の払込期日に払い込むものとし
ます。

第８条（保険料不払の場合の免責）
　保険契約者が、前条（１）にいう継続契約の保険料または同条（２）
①の第１回分割保険料について、その保険料を払い込むべき払込期日後
１か月を経過した後もその払込みを怠った場合は、当会社は、その継続
契約の保険期間の初日の午後４時以降に生じた事故による損害または傷
害に対しては、保険金を支払いません。
第９条（保険料不払の場合の保険契約の解除）
（１）保険契約者が、第７条（継続契約の保険料払込方法）（１）にいう
継続契約の保険料または同条（２）①の第１回分割保険料について、
その保険料を払い込むべき払込期日後１か月を経過した後もその払込
を怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもっ
て、継続契約を解除することができます。
（２）（１）の解除は、継続契約の保険期間の初日からその効力を生じます。
第10条（継続契約に適用される制度・料率等）
　当会社が、制度・料率等（注）を改定した場合には、継続契約に適用

される制度・料率等（注）は、各継続契約の保険期間の初日における制度・
料率等（注）とします。
（注）普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料
率等をいいます。

第11条（継続意思確認日以降の継続契約の条件変更）
（１）この保険契約において継続意思確認日以後に事故が生じた場合等、
継続契約に適用すべき保険料、免責金額および特約等の契約条件を変
更する必要が生じた場合は、当会社は、継続確認書に記載された内容
と異なる保険料、免責金額および特約等の契約条件を継続契約に適用
することができるものとします。
（２）（１）の場合、当会社は、継続確認書を継続証等記載の保険契約者
の住所にあてて送付する等の方法により保険契約者に通知します。
第12条（継続契約の告知義務）
（１）第３条（保険契約の自動継続）（１）の規定によりこの保険契約が
継続される場合において、継続意思確認日の前後を問わず、告知事項
に変更があったときは、保険契約者または記名被保険者（注）になる
者は、当会社の所定の連絡先へその旨を告げなければなりません。
（注）普通保険約款車両条項においては、被保険自動車の所有者とし
ます。

（２）（１）の規定による告知については、普通保険約款基本条項第９条
（告知義務）および車両価額協定保険特約が適用される場合には同特約
第８条（価額の評価のための告知）の規定を適用します。
第13条（被保険自動車の入替における自動補償特約の適用）
　この保険契約に被保険自動車の入替における自動補償特約が適用され
る場合で、この保険契約の保険期間が満了する時までに同特約第３条（入
替自動車に対する自動補償）にいう取得日があり、同条の承認の請求が
あったときは、取得日の翌日から起算して30日以内の、継続契約の保険
期間が始まった時以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、
被保険自動車の相違についての前条（２）の規定にかかわらず、継続契
約の契約内容をもって同特約を適用することとします。
第14条（新規運転免許取得者に対する自動補償特約の適用）
　この保険契約に新規運転免許取得者に対する自動補償特約が適用され
る場合で、この保険契約の保険期間が満了する時までに同特約第１条（用
語の定義）に定める免許取得日があり、同特約第３条（新規運転免許取
得者に対する自動補償）（１）②の承認の請求があったときは、免許取得
日の翌日から起算して30日以内の、継続契約の保険期間が始まった時以
後に生じた事故による損害または傷害に対しては、継続契約の契約内容
をもって同特約を適用することとします。
第15条（準用規定）
　この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用しま
す。この場合において、継続契約については普通保険約款および特約の「保
険証券」は「継続証等」と読み替えるものとします。

（28）継続契約の取扱いに関する特約
第１条（用語の定義）
　この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用　語 定　　　　義

継続契約 　この保険契約の保険期間の満了する時と同一の条件で
継続される契約をいいます。

市場販売価格
相当額

　車価表等に記載された価格をいいます。ただし、保険契
約締結の時において、車価表等に被保険自動車と同一の用
途車種・車名・型式・仕様の自動車の記載がない場合は、
車価表に記載された初度登録後１年未満の被保険自動車と
同等クラスの自動車の価格とします。
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他の保険契約
等

　この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同
じである他の保険契約または共済契約をいいます。

被保険自動車 　保険証券記載の自動車をいいます。
免責金額 　支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金

額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となりま
す。

用途車種 　登録番号標等（注）上の分類番号、色等に基づき定めた、
自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗
用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自
動車、原動機付自転車等の区分をいいます。
（注）車両番号標および標識番号標を含みます。

第２条（この特約の適用条件）
　この特約は､ この保険契約に保険契約の自動継続に関する特約が付帯
されていない場合に適用されます。ただし､ この保険契約に保険契約の
自動継続に関する特約が付帯されている場合であっても、当会社より保
険契約者に対して同特約の規定による保険契約の継続を行なわないこと
の意思表示を行なったときは､ 同特約が付帯されていないものとしてこ
の特約を適用します。
第３条（継続契約に関する特則）
　この保険契約の継続契約の手続き漏れがあった場合であっても､ 下表
に規定する条件をすべて満たしているときに限り、この保険契約が満了
する日と同一の内容で継続されたものとして取り扱います。ただし、こ
の保険契約の保険期間が１年に満たない場合､ 更新契約の保険期間は１
年とします。
①　この保険契約が１年以上を保険期間とする保険契約であること。
ただし、この保険契約に当会社が別に規定する保険期間通算による
等級継承特則を適用して１年未満の契約を締結した場合を含みます。
②　この保険契約の保険期間中に当会社が保険金を支払う事故が発生
していないこと。
③　この保険契約が､ この特約を適用して締結されたものではないこ
と。
④　被保険自動車を同一とする他の保険契約等がないこと。
⑤　電話、面談等により、当会社から保険契約者に対して直接継続の
意思表示を行ったにもかかわらず、保険契約者側の事情により、こ
の保険契約の継続契約の手続き漏れとなったものでないこと。
⑥　この保険契約の保険期間内に､ 保険契約者または当会社から継続
契約を締結しないことの意思表示がなかったこと。
⑦　保険契約者が、保険証券記載の保険期間の末日の翌日から起算し
て30日以内に電話もしくは情報処理機器等の通信手段を媒介とする
ことにより、継続契約の申込みを行うこと。
⑧　特約に別に規定する場合を除いて､ 保険契約者が⑦の申込みと同
時に継続契約の初回保険料を当会社に払い込むこと。

第４条（継続契約に適用される内容）
（１）第３条（継続契約に関する特則）の規定にかかわらず、下表の事
項については､ 継続契約に適用される内容は以下に規定するところに
よります。
①　この保険契約に普通保険約款車両条項の適用がある場合､ 被保険
自動車の保険金額は､ 次のいずれかに規定するところにより決定し
ます。
ア．この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されている場合に
は、当会社は､ この保険契約の満了する日までに、被保険自動車
と同一の用途車種、車名、型式、仕様および初度登録年月（注）
の自動車の市場販売価格相当額を基準として算出した額とします。
イ．この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されていない場合
には､ 当会社は、この保険契約の満了する日までに、この保険契
約の車両保険金額を基準とし、被保険自動車の税法上の減価償却
残存率等を参考にして算定した額とします。

②　この保険契約に適用されている特約に関しては､ 継続契約の保険

期間の始期において、その特約の適用条件の範囲外となる場合は､
その特約は継続契約に適用しないものとします。また､ 特約の適用
条件により自動的に適用されることとなる特約を適用すること、あ
るいは特約の適用条件により自動的に適用されないこととなる特約
を適用しないことがあります。
③　継続契約の保険料は､ この保険契約の保険期間中に生じた事故の
発生の有無および保険価額等の変動を勘案して定めるものとします。
（注）被保険自動車が軽自動車である場合は、初度検査年月をいいます。
（２）当会社が普通保険約款、特約､ 保険引受に関する制度または保険
料率等を改定した場合には､ 継続契約に対しては､ 継続契約の保険期
間の初日における普通保険約款､ 特約､ 保険引受に関する制度または
保険料率等が適用されるものとします。
第５条（保険責任に関する特則）
　第３条（継続契約に関する特則）の規定により締結された継続契約に
対しては､普通保険約款基本条項第６条（保険責任の始期および終期）（３）
および普通保険約款に付帯される他の特約に規定する保険料領収前に生
じた事故の取扱いに関する規定は適用しません。
第６条（準用規定）
　この特約に規定しない事項については､ この特約の趣旨に反しないか
ぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の
規定を準用します。



個人情報の取扱いについて

（１�）当社ではお客様とのお取引を安全確実に進め、最適な商品、サービスを提供させていただくため、業務上必要な範囲内で適法かつ公正な
手段によりお客様の情報を収集させていただいており、主に次の目的のために利用します。また、利用目的は、お客様にとって明確になる
ように具体的に定めるとともに、取得の場面に応じて利用目的を限定するように努め、ホームページ等により公表します。

　　 ①ご本人かどうかの確認　②損害保険契約の見積、引受、維持、管理　③適正な保険金、給付金の支払
　　 ④関連会社、提携会社等の各種商品・サービスの案内、提供、管理
　　 ⑤再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
（２）当社は、以下の場合を除き、ご本人の同意なくお客様の情報を第三者に提供することはありません。
　　 ①法令に基づく場合　②業務遂行上必要な範囲で、保険代理店を含む委託先に提供する場合
　　 ③再保険契約に伴い当該保険契約の情報を提供する場合
　　 ④当社関連会社との間で共同利用する場合　⑤損害保険会社間等で共同利用する場合
（３�）当社は、利用目的の達成に必要な範囲において、個人データの取扱いを外部に委託する場合があります。当社が外部に個人データの取扱
いを委託する場合には、委託先の選定基準を定めて、あらかじめ委託先の情報管理体制を確認するなど、委託先に対する必要かつ適切な監
督を行います。

（４�）当社および当社関連会社は、その取り扱う商品・サービスを案内または提供するために、各社間で個人データを共同利用することがあります。
（５�）当社は、保険制度の健全な運営を確保するため、また、不正な保険金請求を防止するために、他の損害保険会社・共済、一般社団法人日
本損害保険協会および損害保険料率算出機構との間で、個人データを共同利用します。

※�詳しくは、当社ホームページの「プライバシーポリシー」（http://www.axa-direct.co.jp/privacy_policy/）をご確認ください。

◇　事故状況メモ　◇　（事故が起こった場合は、以下の項目をメモしておいてください。）
１．事故発生日時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　午前
　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　　午後　　　　　　時　　　　分頃

２．事故発生場所 ４．事故状況（原因・形態）および届出警察署

　
３．ご契約の自動車の運転者のお名前

　

５．相手方の情報

お名前

住所・連絡先

車名・登録番号

修理工場

相手保険会社（共済）名
（担当者・連絡先）

負傷者や事故の証人となる方がいらっしゃる場合
お名前

住所・連絡先

病院名（負傷者がいらっしゃる場合）

損害賠償の請求を受けた場合はその内容 ６．その他



アクサダイレクト　ホームページ

ご契約内容変更手続等は、カスタマーサービスセンターへ

（通話料無料）

受付時間　月曜－金曜　9:00~22:00（祝日も含みます。）
　　　　　土曜・日曜　9:00~17:00

0120-193-877

www.axa-direct.co.jp

事故の受付は、事故受付・アシスタンスサービスセンターへ

（通話料無料）

受付時間　24時間　365日
0120-699-644

〒111－8633　東京都台東区寿2－1－13　偕楽ビル


